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品質管理ツール

★ＧＴＳ（がん登録共通届出システム） Gan Touroku kyoutsu todokede System

⇒院内がん登録 と 全国がん登録 が同時に届出できるシステム

※国立がん研究センター資料を一部抜粋・加工

GTSで届出た場合は、
GTOLでの届出は不要 ×

Hos-CanR Next

遡り調査（GTOＬ)

疑義照会・お知らせ

兵庫県
がん登録室

回 答



法律上の期限は上記のとおりですが、当室におけるがん情報集約
作業等の都合上、以下の推奨届出時期を設定しています。

推奨届出時期までの届出に、ご協力をお願いいたします。

全国がん登録 届出期限と推奨届出時期について

＜法律上の期限＞：当該がんの診断年の翌年末まで

※がん登録等の推進に関する法律施行規則

（届出を行う期間）
第10条 法第６条第１項の厚生労働省令で定める期間は、同項第３号の厚生労働省令で

定める日の属する年の翌年の12月31日までとする。

がん登録における診断日（例） 届出期限

2024年1月10日
2025年12月31日

2024年12月28日

2025年1月5日 2026年12月31日

病院等の別 2024年診断症例の推奨届出時期

がん診療連携拠点病院 2025年８月末日まで

その他の院内がん登録実施病院等 2025年９月末日まで

上記以外 2025年12月26日まで
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〇氏名漢字が外字で入力できない場合の書き方

よくある間違い その１
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可能な限りShift_JISの範囲の異体字に置き換える

置き換えを行った場合＝備考欄に正式な漢字の情報を記入

置き換えが難しい場合＝●を入力し、備考欄に正式な漢字の情報を記入

名：ヒロ 戸籍統一文字番号107340

戸籍統一文字番号（法務省HPより）⇒
107340

備考欄への正式な漢字の情報の記載に当たっては、

法務省が提供する「戸籍統一文字番号」を

ご活用ください。
戸籍統一文字番号 検索
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〇住所の記載（外国人等）

・住所が一切不明の場合は「住所不明」と記入

・海外の場合は「国外」と記入し、備考欄に最新住所を記入

よくある間違い その2

診断された国名、最新住所など、
わかる範囲でご記入ください
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よくある間違い その3

〇側性のある臓器・ない臓器

この表になければ側性のない臓器

「7 側性なし」を選択！

～ 側性のある臓器 一覧表 ～

肝臓や甲状腺は、

カルテに「右葉・左葉」の記載

があっても、全国がん登録では

側性のない臓器に分類されます

ので、「7 側性なし」を選択し

てください。
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よくある間違い その４

〇「原発部位不明」（C80.9）の側性は、「7 側性なし」

側性のある・なしについては、「側性のある臓器一覧表」で再度ご確認を
🔍

！

注意
9 ʥ

「9 不明」は、側性のある臓器で左右が不明な場合と、

同じく側性のある臓器で原発が正中にある場合に選択します。
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よくある間違い その５

〇診断根拠が顕微鏡による診断に基づかない場合は、

病理診断は「悪性腫瘍 8000/3」を選択

8

本来用いたかった診断名は、
備考欄に入力

中枢神経系の場合は「8000/1」、
白血病の場合は「9800/3」を選択



9

よくある間違い その６

〇診断根拠「9 不明」の選択

＜選択例＞

・紹介状なし

・紹介状に診断根拠が明記されていない

・家族や本人の申告のみ

！

注意

9 ʥ ὄ
（確認のため照会を行います）

前医までの診断根拠が不明で、”｢がん｣である”ことしか分からないが、

疼痛管理や緩和ケアを自施設で行っているような場合は、

「がん」と診断の上でフォローをしているので、「6 臨床診断」を選択します。

他施設診断であっても、自施設でがんに関わり届出が行われる場合、

自施設では最低でも臨床診断が下されていると考えます。

そのため、他施設の診断根拠が不明の場合は、「9 不明」よりも、

自施設での「5 臨床検査」や「6 臨床診断」を優先します。
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よくある間違い その７

〇治療施設の「8 その他」は

“ 死体解剖で診断された場合 “ のみ

！

注意

8 ̀ ὄ !

届出の対象であれば、

そのほとんどが

「１」～「４」の

いずれかに当てはまる
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よくある間違い その８

〇原発部位不明（C80.9）の時は、

「進展度・治療前」は「499 不明」を選択

この場合、⑰「進展度・術後病理学的」については、
観血的治療を行っていない⇒「660 手術なし又は術前治療後」
観血的治療を行っている ⇒「499 不明」
を選択します。
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よくある間違い その９

〇自施設で観血的治療を行っていない場合

「進展度・術後病理学的」は

必ず 「660 手術なし・術前治療後」を選択
（ただし、白血病、多発性骨髄腫を除く）

！

注意
499 ʥ

自施設で観血的治療を行った場合は、「660」以外を選択します

最も多い
間違いです！
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よくある間違い その10

〇原発部位がC42.0またはC42.1の場合は、

進展度「777.該当せず」を選択

（白血病・多発性骨髄腫）

進展度「777 該当せず」を選択できるのは、

原発部位がC42.0またはC42.1の時のみです！

（悪性リンパ腫を除く）

ただし悪性リンパ腫の場合は、

進展度を選択してください。
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よくある間違い その11

〇進展度と性状コードの矛盾
性状コードが3（浸潤がん）の場合、進展度「400 上皮内」を選択⇒ エラー

② 進展度（400 上皮内）が正しい場合・・・性状に応じた組織型を選択

診療情報
を確認

非常に多い
間違いです！

① 性状が正しい（/3）場合・・・進展度は「400 上皮内」以外

性状コートが２（上皮内がん）の場合、
進展度を「400 上皮内」以外を選択している
場合もエラーとなります



15

よくある間違い その１2

〇その他の治療
外科的治療・鏡視下治療・内視鏡的治療、放射線療法・化学療法・

内分泌療法のいずれにも該当しない治療内容のこと。

その他の治療を施行した場合は、治療内容を備考欄に入力。
（確認のため照会を行う場合があります）

経過観察（がんに対する積極的治療を行わない、緩和ケアを含む）や

ステント留置術、胆管ドレナージなどの緩和治療、術後リハビリは

「その他の治療」には 含みません。

備考欄に
治療の内容や詳細を入力してください

免疫療法、造血幹細胞移植、
温熱療法（ハイパーサーミア）など
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よくある間違い その1３

〇死亡日の入力

⇒自施設で死亡した場合のみ記入

死亡日欄は空欄のまま

紹介先の医療機関や、在宅での死亡を連絡等により把握した場合は、
備考欄にその経緯と死亡日を入力してください。 （死亡日欄は空欄でよい）
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届出票の備考欄への記入のお願い

備考欄には以下の項目をご記入ください 🖊

・ 氏名に関する事項（戸籍統一文字番号、旧姓、ミドルネーム、通称名）

・ 転居先・転居前の住所、最新住所

・ 紹介先・紹介元病院

・ 既往歴や転移部位

・ 当該がんの詳細部位や病理診断情報

・ 治療の詳細

・ 自施設以外での死亡日 など・・・

同一人物の照合や同一腫瘍の集約に
非常に役立ちます！！
備考欄の記入にご協力をお願いします。
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Q＆A   ＠診断日

Q1. A病院で初回治療終了後、経過観察で自施設に紹

介された場合、A病院でがんと診断された日を診断

日とするのですか？

A病院 自施設(＝B病院)

R6.3.5
がんと診断

診断日は？
R6.3.5？
R6.7.4？R6.7.4に

B病院受診

A1.いいえ。
「⑪診断施設」が「2.他施設診断」の場合は、
当該がんの診断や治療のために、
患者が初めて自施設を受診した日を診断日として
扱います。



A2.がんに対して、疼痛緩和や経過観察を行ったのであ
れば初回治療に含まれますので、
「2 自施設で初回治療を開始」を選択します。
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Q＆A   ＠治療施設

Q2.自施設でがんと診断後、家族の希望により積極的な

治療は行わず看取りを行うことになりました。

「⑫治療施設」は何を選択すればいいですか？
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Q＆A   ＠観血的治療の範囲

Q3.初回治療として転移巣の手術を行いました。

原発巣の切除は行っていない場合、

「㉑観血的治療の範囲」はどれを選択すればいいで

すか？

A3.原発巣の切除を伴わない転移巣の切除の場合、
姑息的な観血的治療に含めるため、
「4 腫瘍遺残あり」を選択します。
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Q＆A   ＠初回治療

Q4.初回治療として内視鏡治療後に外科的治療を施行した

場合、外科的治療のみ「1 自施設で施行」となるのですか？

A4.外科的治療を追加した場合は、

それぞれ「1 自施設で施行」となります。

ただし、内視鏡治療の施行中に、（何らかの理由により）外科的治療へ変更となった場合は、

内視鏡治療は「2 施行なし」、外科的治療は「1 施行あり」となります。

外科手術における治療方法変更の際は、より侵襲性の高い治療を一つ選択して届け出ます。

！

注意



Q5.自施設にて肺癌と診断し、外科的治療を施行。
継続加療目的（放射線治療）で、B病院へ紹介。
その後、当院にて継続治療（化学療法）を行った場合、
当院の初回治療はどれを選択すればいいですか？

A5.初回治療は自施設で実施したものだけを選択するため、
「外科的治療」と「化学療法」を「1 自施設で施行」を選択し
ます。

22

Q＆A   ＠初回治療

自施設(=A病院) B病院 自施設(=A病院)

A病院の診療計画



Q＆A   ＠診断根拠・診断日・治療施設
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Q6.自施設にて細胞診を施行、前立腺癌と診断し、

経過観察のためＣ病院へ紹介した。

その後、自施設へ再紹介となった場合、

診断根拠・診断日・治療施設はどれを選択すればいいですか？

A6.自施設で診断後、Ｃ病院へ紹介するまでの内容で届け出ます。
よって、「⑬診断根拠」 は 「3 細胞診」、

「⑭診断日」 は 「細胞診を施行した日」
「⑫治療施設」 は 「1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介

またはその後の経過不明」
を選択します。

細胞診を
施行した日

自施設(=A病院) Ｃ病院

紹介

再紹介



「がん情報サービス」の全国がん登録（病院・診療所向け情報）サイトから
データをタウンロード

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/hospital/index.html

① 全国がん登録 届出マニュアル 2025

② がん登録オンラインシステム（ＧＴＯＬ） 利用マニュアル （医療機関ユーザー向け）

届出に関する各種マニュアル・参考資料

マニュアル

24

①

②

R7.3月
約3年ぶりに
リニューアル！



届出に関する各種マニュアル・参考資料
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進展度、UICC TNM分類対応表（72部位、UICC第８版準拠）
→ https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/hospital/pdf/toroku09.pdf

国際疾病分類 腫瘍学（ICD-O) 第3.1版
→ 一般財団法人 厚生労働統計協会発行の書籍（平成30年７月発刊）

国際疾病分類 腫瘍学（ICD-O) 第3.2版
→ https://ctr-info.ncc.go.jp/hcr_info/learn/

※書籍の出版予定はありません

部位別テキスト（主要５部位：胃・大腸・肝・肺・乳腺）
→ https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/hospital/manual.html

部位別テキスト（主要５部位以外）
→ https://ctr-info.ncc.go.jp/hcr_info/learn

＜ 参考資料 その１ ＞



届出に関する各種マニュアル・参考資料
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＜ 参考資料 その２ ＞

全国がん登録 届出の手引き ＜令和7年度版＞

「全国がん登録 届出マニュアル２０２5」 実務者のためのポイント解説集

がん登録オンラインシステム（ＧＴＯＬ）による届出について ～操作編～

⅝ ϖ ὶ ὶ
☺Ḋ ὶ ѯ Ỏ᷆
╝

☺Ḋ ὶ 2025 δ╝ᾙ
ὶ δ טּ
ὶ ṥ→Ỗ ˋ
ὶỸ ῾ ṓס

)
ὶ GTOLꜘṥ щˍ

Ẫ ὶ ὶЯ ϯ
ѯ ꜘṥ ˋ Ҋṓ

上記の資料はいずれも、公益財団法人兵庫県健康財団ＨＰよりダウンロードいただけます。
https://kenkozaidan.or.jp/other_business/cancer_registry/

NEW
（R6.9月発行）

近日公開予定

近日公開予定



がん登録について
もう少し詳しく知りたい・・・

実際の症例登録は
どうすればいいのか・・・

届出に役立つサイトのご案内
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国立がん研究センター 院内がん登録支援サイト
https://ctr-info.ncc.go.jp/hcr_info/

こちらのサイトは、

「院内がん登録」実務者向けの

サイトですが、

症例登録等の考え方は、

全国がん登録も同じですので、

ぜひ参考にしてください。
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届出に役立つサイトのご案内

「がん登録実務初級者認

定試験」の教材が無償提

供されています。

誰でも自由に視聴・閲覧

可能です。

がん登録の基礎知識等の

解説動画のほか、演習問

題も掲載されています。



内 容 問い合わせ先

全国がん登録制度の概要、
情報の利用に関すること

兵庫県保健医療部疾病対策課
がん対策班

〒６５０－８５６７
神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号
TEL ０７８－３６２－３２０２

届出票の作成・提出、
届出内容に関すること

兵庫県がん登録室
（公益財団法人兵庫県健康財団内）

〒６５１－２１０３
神戸市西区学園西町６丁目３－１
TEL ０７８－７９３－９３４０

がん登録オンラインシステム
（ＧＴＯＬ）に関すること

国立がん研究センター
ＧＴＯＬ専用お問い合わせフォーム
https://entry.gtol.ncc.go.jp/questions/create

全国がん登録に関する問い合わせ先
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兵庫県がん登録室
（公益財団法人兵庫県健康財団内）

今後とも全国がん登録に

ご協力をお願いいたします

ご視聴いただきありがとうございました

～受講後のアンケートにご協力ください～

←アンケートはこちらから
↓

htps://www. e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/
uketsuke/form.do?id=1756358316648


